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工

法

延
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経
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規
模
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入
札
参
加
資
格
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時
期
、
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等
に
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次
の
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平
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工
事
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概
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告
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第
五
百
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号

方
自
治
法
施
行
令
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昭
和
二
十
二

県
道
徳
山
本
郷
線
道
路
改
良
（
赤

係
る
一
般
競
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入
札
に
参
加
す
る

目

次
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工
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工
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い
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該
経
営
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お
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定
め
た
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山
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知
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ネ
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赤
瀬

野
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山
か
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郷
町
波
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年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

瀬
第
一
号
ト
ン
ネ
ル
及
び
赤
瀬

者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び

争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
道
路
建

共
同
企
業
体
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一
般
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争
入
札
の
参
加

…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

争
入
札
の
参
加
資
格
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審
査
（
二
件
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幅

員
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入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申

事

二

井

関

成

第
二
号
ト
ン
ネ
ル
）
工
事

野
字
灰
土
ま
で
の
間

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
二
号
ト
ン
ネ
ル
）
工
事
の
契

状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以

設
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

資
格
の
審
査

…
…
…
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…
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…
…
…
…
…
二

（
港
湾
課
）
…
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一
三

平 成 年
月 日

（火曜日）

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

岩
国
土
木
建
築
事
務
所

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

総
合
評
定
値
通
知
書

３

特
定
建
設
業
の
許
可

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

事
が
通
知
し
た
法
第
二
十

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」

と
。共

同
企
業
体
の
代
表
者

る
こ
と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

共
同
企
業
体
競
争
入
札

経
営
規
模
等
入
札
参
加

１

建
設
工
事
等
に
係
る

示
（
平
成
十
六
年
山
口

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

等
級
で
あ
る
こ
と
。

２

建
設
業
法
（
昭
和
二

定
す
る
特
定
建
設
業
の

３

出
資
比
率
が
三
十
五

共
同
企
業
体
の
代
表
者

ナ
ト
ム
工
法

二
四
三

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

な
い
。

岩
国
市
三
笠
町
一
丁
目
一
番
一

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

ば
な
ら
な
い
。

の
写
し

の
写
し

通
知
書
の
写
し

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す

と
い
う
。
）
の
土
木
一
式
工
事
の

以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
土
木

格
の
審
査

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

県
告
示
第
六
百
五
十
七
号
。
以
下

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法

許
可
（
土
木
工
事
業
に
係
る
も
の

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
平
成
十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で

メ
ー
ト
ル

九
・
五
メ
ー
ト
ル

格、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

一

号 る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

る
総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も

数
値
が
九
百
五
十
以
上
で
あ
る

一
式
工
事
の
数
値
が
九
百
以
上
で

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

札
参
加
資
格
が
土
木
一
式
工
事
の

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に

に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と

に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県

（
車
道
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
）

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

いに のこあ共 告規規。知 でる

告

示



平成 年 月 日 火曜日

二
構

山 口

次
の

一

県 報

〇
山

地
り
、

す
る

格
」

（号 外 ）

四

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
条
第

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
係
る
基

履
行
場
所

岩
国
市
内

業
務
の
概
要

業

務

）
に
す
る
こ
と
。

口
県
告
示
第
五
百
九
十
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
係
る
基

者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び

と
い
う
。
）
及
び
当
該
経
営
規
模

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日
か

分
ま
で

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

平
成
十
八
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第
六
百
五
十
七
号
。
以
下
「
告

砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

山
口
県
知

礎
調
査
（
第
一
工
区
）

内

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

礎
調
査
（
第
一
工
区
）
の
契
約

状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下

等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申

間ら
同
年
十
一
月
十
四
日
ま
で
の

審
査
結
果
の
通
知
方
法

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入

に
発
送
す
る
。

、
岩
国
土
木
建
築
事
務
所
（
電

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

法
律
（
平
成
十

一
〇
〇
件

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

事

二

井

関

成

容

調
査
対
象
件
数

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加

「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十

札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

話
〇
八
二
七

二
九

一
五
四

ま
で経

営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

〇
）
に
す
る
こ
と
。

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

岩
国
土
木
建
築
事
務
所

申
請
書
等
の
提
出
期
間

平
成
十
八
年
十
月
三
十

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

共
同
企
業
体
競
争
入
札

経
営
規
模
等
入
札
参
加

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

建
設
工
事
等
競
争
入

３

測
量
法
第
五
十
五
条

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

２

測
量
法
（
昭
和
二
十

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模

一
日
ま
で
に
発
送
す
る
。

合
せ
は
、
岩
国
土
木
建
築
事
務
所

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

岩
国
市
三
笠
町
一
丁
目
一
番
一

及
び
時
間

一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で

格
の
審
査

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

ば
な
ら
な
い
。

の
写
し

札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

等
級
で
あ
る
こ
と
。

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
告
示
二
の

に
規
定
す
る
審
査

の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直

数
が
二
百
三
十
点
を
超
え
て
い
る

等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書

（
電
話
〇
八
二
七

二
九

一
五

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

号の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

に
係
る
通
知
書
の
写
し

札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ

条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で

で
平
成
十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で

近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン

こ
と
。

二

を四 に分 共い ンあにサ



平成

三

年 月 日 火曜日 山 口 県

二
構

報

一

（号 外 ）

山
地

り
、

す
る

格
」

次
の

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

等
級
で

２

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
告
示

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点
数
が
二

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
条
第

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
係
る
基

履
行
場
所

周
南
市
内

業
務
の
概
要

業

務

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土

口
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
係
る
基

者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び

と
い
う
。
）
及
び
当
該
経
営
規
模

と
お
り
定
め
た
。

査格
審
査
申
請
書
等

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

あ
る
こ
と
。

律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
条
の

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
の

に
規
定
す
る
審
査
で
平

を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直
近
の

百
三
十
点
を
超
え
て
い
る
こ
と

一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第
六
百
五
十
七
号
。
以
下
「
告

山
口
県
知

礎
調
査
（
第
二
工
区
）

内

砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

礎
調
査
（
第
二
工
区
）
の
契
約

状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下

等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申

加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン

三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で
あ

成
十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で
に

も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

。

二
〇
〇
件

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

事

二

井

関

成

容

調
査
対
象
件
数

法
律
（
平
成
十

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加

「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に

履
行
場
所

周
南
市
内

山
口
県
告
示
第
五
百
九
十
二

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に

す
る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模

格
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
経

次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一

経
営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

一
）
に
す
る
こ
と
。

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

周
南
土
木
建
築
事
務
所

申
請
書
等
の
提
出
期
間

平
成
十
八
年
十
月
三
十

ま
で 経

営
規
模
等
入
札
参
加

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

建
設
工
事
等
競
争
入

３

測
量
法
第
五
十
五
条

４

委
任
状

係
る
基
礎
調
査
（
第
三
工
区
）

号
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

係
る
基
礎
調
査
（
第
三
工
区
）
の

及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

日

山
口

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模

一
日
ま
で
に
発
送
す
る
。

合
せ
は
、
周
南
土
木
建
築
事
務
所

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

周
南
市
毛
利
町
二
丁
目
三
八
番

及
び
時
間

一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

ば
な
ら
な
い
。

の
写
し

札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

三

六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参

（
以
下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加

の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い

県
知
事

二

井

関

成

等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書

（
電
話
〇
八
三
四

三
三

六
四

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

地の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

に
係
る
通
知
書
の
写
し

よ加資て を七 に分 共い



平成 年 月 日 火曜日 山 口

三

県 報

構

（号 外 ）

二

申
請
書
等
の
提
出
場
所

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

２

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

３

測
量
法
第
五
十
五
条
の
五
第

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
告
示

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点
数
が
二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

等
級
で

２

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

業
務
の
概
要

業

務

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
条
第

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

な
い
。

資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
の

に
規
定
す
る
審
査
で
平

を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直
近
の

百
三
十
点
を
超
え
て
い
る
こ
と

査格
審
査
申
請
書
等

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第
六
百
五
十
七
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

あ
る
こ
と
。

律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
条
の

内

砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

る
通
知
書
の
写
し

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

成
十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で
に

も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

。、
告
示
四
の

に
規
定
す
る
共

類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン

三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で
あ

容

調
査
対
象
件
数

法
律
（
平
成
十

二
〇
〇
件

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る

業

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

格
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
経

次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に

履
行
場
所

山
口
市
小

業
務
の
概
要

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

一
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
五
百
九
十
三

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に

す
る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模

周
南
土
木
建
築
事
務
所

申
請
書
等
の
提
出
期
間

平
成
十
八
年
十
月
三
十

ま
で経

営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十

四

そ
の
他

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

務

内

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

格、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

日

山
口

係
る
基
礎
調
査
（
第
四
工
区
）

郡
上
郷
地
内

合
せ
は
、
周
南
土
木
建
築
事
務
所

号
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

係
る
基
礎
調
査
（
第
四
工
区
）
の

及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格

周
南
市
毛
利
町
二
丁
目
三
八
番

及
び
時
間

一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模

一
日
ま
で
に
発
送
す
る
。

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

容

調
査
対
象
件
数

す
る
法
律
（
平
成
十

一
〇
〇
件

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い

県
知
事

二

井

関

成

（
電
話
〇
八
三
四

三
三

六
四

六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参

（
以
下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加

地の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十

等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書

四

告 でる て 七よ加資 分を



平成
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年 月 日 火曜日

四
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三

（号 外 ）

）
に
す
る
こ
と
。

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日
か

ま
で経

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
ま

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

２

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

３

測
量
法
第
五
十
五
条
の
五
第

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
土
木
建
築
事
務
所

山
口

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点
数
が
二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

等
級
で

２

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
告
示

間ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で
の
午

審
査
結
果
の
通
知
方
法

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入

で
に
発
送
す
る
。

、
山
口
土
木
建
築
事
務
所
（
電

資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

市
神
田
町
六
番
一
〇
号

を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直
近
の

百
三
十
点
を
超
え
て
い
る
こ
と

査格
審
査
申
請
書
等

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書

な
い
。

第
六
百
五
十
七
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

あ
る
こ
と
。

律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
条
の

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
の

に
規
定
す
る
審
査
で
平

前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分

札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

話
〇
八
三

九
二
二

一
〇
七

る
通
知
書
の
写
し

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

。、
告
示
四
の

に
規
定
す
る
共

類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン

三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で
あ

成
十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で
に

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

共
同
企
業
体
競
争
入
札

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

２

測
量
法
（
昭
和
二
十

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る

示
（
平
成
十
六
年
山
口

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に

履
行
場
所

下
関
市
内

業
務
の
概
要

業

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

山
口
県
告
示
第
五
百
九
十
四

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に

す
る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模

格
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
経

次
の
と
お
り
定
め
た
。

格
の
審
査

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

等
級
で
あ
る
こ
と
。

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
告
示
二
の

に
規
定
す
る
審
査

の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直

数
が
二
百
三
十
点
を
超
え
て
い
る

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

格、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

県
告
示
第
六
百
五
十
七
号
。
以
下

日

山
口

係
る
基
礎
調
査
（
第
五
工
区
）

務

内

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

号
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

係
る
基
礎
調
査
（
第
五
工
区
）
の

及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

五

札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ

条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で

で
平
成
十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で

近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン

こ
と
。

一
四
〇
件

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

県
知
事

二

井

関

成

容

調
査
対
象
件
数

す
る
法
律
（
平
成
十

六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参

（
以
下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加

の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い

ンあにサ でる告規 よ加資て



平成 年 月 日 火曜日

地
り
、

す
る

格
」

次
の

一

山 口

四
一

山

県 報 （号 外 ）

履
行
場
所

下
関
市
内

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
係
る
基

者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び

と
い
う
。
）
及
び
当
該
経
営
規
模

と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
係
る
基

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
ま

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

）
に
す
る
こ
と
。

口
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

申
請
書
等
の
提
出
場
所

下
関
土
木
建
築
事
務
所

下
関

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日
か

ま
で経

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

２

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

３

測
量
法
第
五
十
五
条
の
五
第

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

礎
調
査
（
第
六
工
区
）
の
契
約

状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下

等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申

山
口
県
知

礎
調
査
（
第
六
工
区
）

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入

で
に
発
送
す
る
。

、
下
関
土
木
建
築
事
務
所
（
電

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

市
貴
船
町
三
丁
目
二
番
一
号

間ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で
の
午

審
査
結
果
の
通
知
方
法

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書

な
い
。

資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加

「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て

事

二

井

関

成

札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

話
〇
八
三
二

二
三

七
一
〇

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分

、
告
示
四
の

に
規
定
す
る
共

類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

る
通
知
書
の
写
し

申
請
書
等
の
提
出
場
所

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

建
設
工
事
等
競
争
入

３

測
量
法
第
五
十
五
条

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

共
同
企
業
体
競
争
入
札

経
営
規
模
等
入
札
参
加

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る

示
（
平
成
十
六
年
山
口

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

２

測
量
法
（
昭
和
二
十

業
務
の
概
要

業

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

ば
な
ら
な
い
。

の
写
し

札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
告
示
二
の

に
規
定
す
る
審
査

の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直

数
が
二
百
三
十
点
を
超
え
て
い
る

格
の
審
査

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

県
告
示
第
六
百
五
十
七
号
。
以
下

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

等
級
で
あ
る
こ
と
。

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十

務

内

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

格、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

に
係
る
通
知
書
の
写
し

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

で
平
成
十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で

近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン

こ
と
。

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ

条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で

容

調
査
対
象
件
数

す
る
法
律
（
平
成
十

一
七
〇
件

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

六

に にサ共い る告規ンあ で



平成 年 月 日 火曜日

二
構

山 口 県

す
る

格
」

次
の

一

報

四
一

山
地

り
、

（号 外 ）

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

業
務
の
概
要

業

務

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
条
第

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び

と
い
う
。
）
及
び
当
該
経
営
規
模

と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
係
る
基

履
行
場
所

下
関
市
内

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

）
に
す
る
こ
と
。

口
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
係
る
基

下
関
土
木
建
築
事
務
所

下
関

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日
か

ま
で経

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
ま

れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

内

砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。 状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下

等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申

山
口
県
知

礎
調
査
（
第
七
工
区
）

、
下
関
土
木
建
築
事
務
所
（
電

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

礎
調
査
（
第
七
工
区
）
の
契
約

市
貴
船
町
三
丁
目
二
番
一
号

間ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で
の
午

審
査
結
果
の
通
知
方
法

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入

で
に
発
送
す
る
。

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

容

調
査
対
象
件
数

法
律
（
平
成
十

一
七
〇
件

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て

事

二

井

関

成

話
〇
八
三
二

二
三

七
一
〇

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加

前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分

札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

一
）
に
す
る
こ
と
。

申
請
書
等
の
提
出
期
間

平
成
十
八
年
十
月
三
十

ま
で経

営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

２

建
設
工
事
等
競
争
入

３

測
量
法
第
五
十
五
条

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

下
関
土
木
建
築
事
務
所

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

共
同
企
業
体
競
争
入
札

経
営
規
模
等
入
札
参
加

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

１

共
同
企
業
体
協
定
書

示
（
平
成
十
六
年
山
口

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

２

測
量
法
（
昭
和
二
十

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

及
び
時
間

一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模

一
日
ま
で
に
発
送
す
る
。

合
せ
は
、
下
関
土
木
建
築
事
務
所

札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

下
関
市
貴
船
町
三
丁
目
二
番
一

の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直

数
が
二
百
三
十
点
を
超
え
て
い
る

格
の
審
査

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

ば
な
ら
な
い
。

の
写
し

県
告
示
第
六
百
五
十
七
号
。
以
下

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

等
級
で
あ
る
こ
と
。

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
告
示
二
の

に
規
定
す
る
審
査

七

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十

等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書

（
電
話
〇
八
三
二

二
三

七
一

に
係
る
通
知
書
の
写
し

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

号 近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン

こ
と
。

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ

条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で

で
平
成
十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で

分を〇 に サ共い 規ンあに



平成 年 月 日 火曜日

三

山 口

二
構

県 報

一

（号 外 ）

山
地

り
、

る
者

と
い

と
お

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

等
級
で

２

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
告
示

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点
数
が
二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
係
る
基
礎

履
行
場
所

長
門
市
内

業
務
の
概
要

業

務

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
条
第

口
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
係
る
基
礎

に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況

う
。
）
及
び
当
該
経
営
規
模
等
入

り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日

格
審
査
申
請
書
等

あ
る
こ
と
。

律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
条
の

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
の

に
規
定
す
る
審
査
で
平

を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直
近
の

百
三
十
点
を
超
え
て
い
る
こ
と

査 掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第
六
百
五
十
七
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

山
口
県
知

調
査
（
第
一
工
区
）

内

砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

調
査
（
第
一
工
区
）
の
契
約
に

を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下
「

札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の

三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で
あ

成
十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で
に

も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

。 当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン

事

二

井

関

成

容

調
査
対
象
件
数

法
律
（
平
成
十

三
三
〇
件

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
」

時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の

履
行
場
所

長
門
市
内

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
係

る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及

と
い
う
。
）
及
び
当
該
経
営
規

と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
係

経
営
規
模
等
入
札
参
加

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

〇
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
五
百
九
十
八

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

長
門
土
木
建
築
事
務
所

申
請
書
等
の
提
出
期
間

平
成
十
八
年
十
月
三
十

ま
で経

営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

建
設
工
事
等
競
争
入

３

測
量
法
第
五
十
五
条

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

る
基
礎
調
査
（
第
二
工
区
）
の
契

び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以

模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申

日

山
口

る
基
礎
調
査
（
第
二
工
区
）

資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模

一
日
ま
で
に
発
送
す
る
。

合
せ
は
、
長
門
土
木
建
築
事
務
所

号
業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

長
門
市
東
深
川
一
八
七
五
番
地

及
び
時
間

一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

ば
な
ら
な
い
。

の
写
し

札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加

下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次

県
知
事

二

井

関

成

等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書

（
電
話
〇
八
三
七

二
二

二
九

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

の
一

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

に
係
る
通
知
書
の
写
し

八

よす」の を二 に分 共い
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二

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

申
請
書
等
の
提
出
場
所

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

２

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

３

測
量
法
第
五
十
五
条
の
五
第

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
告
示

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点
数
が
二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

等
級
で

２

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

業
務
の
概
要

業

務

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
条
第

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書

な
い
。

資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
の

に
規
定
す
る
審
査
で
平

を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直
近
の

百
三
十
点
を
超
え
て
い
る
こ
と

査格
審
査
申
請
書
等

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第
六
百
五
十
七
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

あ
る
こ
と
。

律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
条
の

内

砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

る
通
知
書
の
写
し

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

成
十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で
に

も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

。、
告
示
四
の

に
規
定
す
る
共

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン

三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で
あ

容

調
査
対
象
件
数

法
律
（
平
成
十

三
九
〇
件

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る

業
務
の
概
要

業

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及

と
い
う
。
）
及
び
当
該
経
営
規

と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
係

履
行
場
所

長
門
市
内

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

〇
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
五
百
九
十
九

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
係

長
門
土
木
建
築
事
務
所

申
請
書
等
の
提
出
期
間

平
成
十
八
年
十
月
三
十

ま
で経

営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

務

内

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

格、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以

模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申

日

山
口

る
基
礎
調
査
（
第
三
工
区
）

合
せ
は
、
長
門
土
木
建
築
事
務
所

号
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

る
基
礎
調
査
（
第
三
工
区
）
の
契

長
門
市
東
深
川
一
八
七
五
番
地

及
び
時
間

一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模

一
日
ま
で
に
発
送
す
る
。

九

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

容

調
査
対
象
件
数

す
る
法
律
（
平
成
十

四
〇
〇
件

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次

県
知
事

二

井

関

成

（
電
話
〇
八
三
七

二
二

二
九

六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加

の
一

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十

等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書

る告 で 」の 二よす 分を
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平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日
か

ま
で経

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
ま

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

）
に
す
る
こ
と
。

３

測
量
法
第
五
十
五
条
の
五
第

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

申
請
書
等
の
提
出
場
所

長
門
土
木
建
築
事
務
所

長
門

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点
数
が
二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

２

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

等
級
で

２

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
告
示

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知

ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で
の
午

審
査
結
果
の
通
知
方
法

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入

で
に
発
送
す
る
。

、
長
門
土
木
建
築
事
務
所
（
電

一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

市
東
深
川
一
八
七
五
番
地
の
一

間 百
三
十
点
を
超
え
て
い
る
こ
と

査格
審
査
申
請
書
等

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書

な
い
。

資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

第
六
百
五
十
七
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

あ
る
こ
と
。

律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
条
の

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
の

に
規
定
す
る
審
査
で
平

を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直
近
の

前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分

札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

話
〇
八
三
七

二
二

二
九
二

る
通
知
書
の
写
し

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

。、
告
示
四
の

に
規
定
す
る
共

類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン

三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で
あ

成
十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で
に

も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

共
同
企
業
体
競
争
入
札

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

２

測
量
法
（
昭
和
二
十

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る

示
（
平
成
十
六
年
山
口

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
係

履
行
場
所

萩
市
大
井

業
務
の
概
要

業

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

山
口
県
告
示
第
六
百
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
係

る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及

と
い
う
。
）
及
び
当
該
経
営
規

と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

等
級
で
あ
る
こ
と
。

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
告
示
二
の

に
規
定
す
る
審
査

の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直

数
が
二
百
三
十
点
を
超
え
て
い
る

格
の
審
査

格、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

県
告
示
第
六
百
五
十
七
号
。
以
下

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

山
口

る
基
礎
調
査
（
第
四
工
区
）

及
び
大
字
山
田
地
内

務

内

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

る
基
礎
調
査
（
第
四
工
区
）
の
契

び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以

模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申

日

条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で

で
平
成
十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で

近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン

こ
と
。

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ

県
知
事

二

井

関

成

容

調
査
対
象
件
数

す
る
法
律
（
平
成
十

三
三
〇
件

六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加

下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次

一
〇

あにサ でる告規ン よす」の



平成

一

年 月 日 火曜日

山
地

り
、

る
者

と
い

と
お

山 口 県

四
三

報 （号 外 ）

土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
係
る
基
礎

履
行
場
所

萩
市
大
字
椿
東
地

口
県
告
示
第
六
百
一
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
係
る
基
礎

に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況

う
。
）
及
び
当
該
経
営
規
模
等
入

り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
ま

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

）
に
す
る
こ
と
。

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

申
請
書
等
の
提
出
場
所

萩
土
木
建
築
事
務
所

萩
市
大

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日
か

ま
で 経

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

２

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

３

測
量
法
第
五
十
五
条
の
五
第

４

委
任
状

調
査
（
第
五
工
区
）

内 年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

調
査
（
第
五
工
区
）
の
契
約
に

を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下
「

札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の

山
口
県
知

審
査
結
果
の
通
知
方
法

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入

で
に
発
送
す
る
。

は
、
萩
土
木
建
築
事
務
所
（
電
話

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

字
江
向
五
三
一
番
地
の
一

間ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で
の
午

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書

な
い
。

資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
」

時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の

事

二

井

関

成

札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

〇
八
三
八

二
二

〇
〇
四

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分

、
告
示
四
の

に
規
定
す
る
共

類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

る
通
知
書
の
写
し

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

建
設
工
事
等
競
争
入

３

測
量
法
第
五
十
五
条

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

共
同
企
業
体
競
争
入
札

経
営
規
模
等
入
札
参
加

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る

示
（
平
成
十
六
年
山
口

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

２

測
量
法
（
昭
和
二
十

業
務
の
概
要

業

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

な
い
。

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

ば
な
ら
な
い
。

の
写
し

札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
告
示
二
の

に
規
定
す
る
審
査

の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直

数
が
二
百
三
十
点
を
超
え
て
い
る

格
の
審
査

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

県
告
示
第
六
百
五
十
七
号
。
以
下

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

等
級
で
あ
る
こ
と
。

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十

務

内

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

格

一
一

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

に
係
る
通
知
書
の
写
し

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

で
平
成
十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で

近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン

こ
と
。

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ

条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で

容

調
査
対
象
件
数

す
る
法
律
（
平
成
十

三
三
〇
件いに にサ共 でる告規ンあ



平成 年 月 日 火曜日

二
構

山 口

と
い

と
お

一

県 報

三
山

地
り
、

る
者

（号 外 ）

四

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

業

務

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
条
第

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

う
。
）
及
び
当
該
経
営
規
模
等
入

り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日

土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
係
る
基
礎

履
行
場
所

萩
市
内

業
務
の
概
要

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

）
に
す
る
こ
と
。

口
県
告
示
第
六
百
二
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
係
る
基
礎

に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況

萩
土
木
建
築
事
務
所

萩
市
大

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日
か

ま
で経

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
ま

そ
の
他

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

内

砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の

山
口
県
知

調
査
（
第
六
工
区
）

は
、
萩
土
木
建
築
事
務
所
（
電
話

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

調
査
（
第
六
工
区
）
の
契
約
に

を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下
「

字
江
向
五
三
一
番
地
の
一

間ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で
の
午

審
査
結
果
の
通
知
方
法

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入

で
に
発
送
す
る
。

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

容

調
査
対
象
件
数

法
律
（
平
成
十

三
三
〇
件

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の

事

二

井

関

成

〇
八
三
八

二
二

〇
〇
四

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
」

前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分

札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

平
成
十
八
年
十
月
三
十

ま
で経

営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

三
）
に
す
る
こ
と
。

３

測
量
法
第
五
十
五
条

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

萩
土
木
建
築
事
務
所

申
請
書
等
の
提
出
期
間

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

共
同
企
業
体
競
争
入
札

経
営
規
模
等
入
札
参
加

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

建
設
工
事
等
競
争
入

示
（
平
成
十
六
年
山
口

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

２

測
量
法
（
昭
和
二
十

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果

一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
日
ま
で

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模

一
日
ま
で
に
発
送
す
る
。

合
せ
は
、
萩
土
木
建
築
事
務
所

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

萩
市
大
字
江
向
五
三
一
番
地
の
一

及
び
時
間

数
が
二
百
三
十
点
を
超
え
て
い
る

格
の
審
査

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

ば
な
ら
な
い
。

の
写
し

札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

県
告
示
第
六
百
五
十
七
号
。
以
下

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

等
級
で
あ
る
こ
と
。

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
告
示
二
の

に
規
定
す
る
審
査

の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十

等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書

（
電
話
〇
八
三
八

二
二

〇
〇

に
係
る
通
知
書
の
写
し

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

こ
と
。

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ

条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で

で
平
成
十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で

近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン

一
二

分を四 に 共い 規ンあにサ



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県

二
構

報

一

（号 外 ）

山
地

り
、

加
す

格
」

次
の

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の

で
あ
る
こ
と
。

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

等
級
で
あ
る
こ
と
。

２

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可

３

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
平
成

事
が
通
知
し
た
法
第
二
十
七
条
の

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」
と
い
う

基

礎

工

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日

徳
山
下
松
港
廃
棄
物
埋
立
護
岸
築

工
事
場
所

周
南
市
臨
海
町
地

工
事
の
概
要

工

口
県
告
示
第
六
百
三
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

徳
山
下
松
港
廃
棄
物
埋
立
護
岸
築

る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び

と
い
う
。
）
及
び
当
該
経
営
規
模

と
お
り
定
め
た
。

者
の
総
合
評
定
値
の
土
木
一
式

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と

（
土
木
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で
に
国

二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総

。
）
の
土
木
一
式
工
事
の
数
値

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第
六
百
五
十
七
号
。
以
下
「
告

山
口
県
知

造
工
事
（
第
一
〇
工
区
）

先

種

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

造
工
事
（
第
一
〇
工
区
）
の
契

状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以

等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申

工
事
の
数
値
が
八
百
五
十
以
上

加
資
格
が
土
木
一
式
工
事
の

い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知

合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も
の

が
千
以
上
で
あ
る
こ
と
。

八
二
メ
ー
ト
ル

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

事

二

井

関

成

延

長

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参

下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て

一

徳
山
下
松
港
廃
棄
物
埋
立

山
口
県
告
示
第
六
百
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

り
、
徳
山
下
松
港
廃
棄
物
埋
立

加
す
る
者
に
必
要
な
経
営
の
規

格
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
経

次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
十
月
三
十
一

平
成
十
八
年
十
一
月
二

経
営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

平
成
十
八
年
十
一
月
十
六

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

一
七
八
七
）
に
す
る
こ
と
。

３

特
定
建
設
業
の
許
可

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
周
南
港
湾
管
理

申
請
書
等
の
提
出
期
間

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

共
同
企
業
体
競
争
入
札

経
営
規
模
等
入
札
参
加

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

総
合
評
定
値
通
知
書

山
口

護
岸
築
造
工
事
（
第
一
一
工
区
）

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

護
岸
築
造
工
事
（
第
一
一
工
区
）

模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

日 日
か
ら
同
月
七
日
ま
で
の
午
前
九

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模

日
ま
で
に
発
送
す
る
。

合
せ
は
、
山
口
県
周
南
港
湾
管
理

通
知
書
の
写
し

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

事
務
所

周
南
市
築
港
町
一
三
番

及
び
時
間

格
の
審
査

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

ば
な
ら
な
い
。

の
写
し

の
写
し

一
三

県
知
事

二

井

関

成

六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に

（
以
下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加

の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い

時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書

事
務
所
（
電
話
〇
八
三
四

二
一

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

二
三
号

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

よ参資て を に 共い



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 火曜日 山 口

三

県 報

構

（号 外 ）

二
八
年
十
月
三
十
一
日
印
刷

八
年
十
月
三
十
一
日
発
行

申
請
書
等
の
提
出
方
法

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

２

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

３

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書

４

委
任
状

２

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可

３

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
平
成

事
が
通
知
し
た
法
第
二
十
七
条
の

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」
と
い
う

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の

で
あ
る
こ
と
。

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

等
級
で
あ
る
こ
と
。

工
事
場
所

周
南
市
臨
海
町
地

工
事
の
概
要

工

基

礎

工

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

格
審
査
申
請
書
等

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書

な
い
。

の
写
し

法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と

（
土
木
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で
に
国

二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総

。
）
の
土
木
一
式
工
事
の
数
値

者
の
総
合
評
定
値
の
土
木
一
式

査 掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第
六
百
五
十
七
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

先

種

庁

定
価
一
箇
月

金
二

事
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る
共

類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知

合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も
の

が
千
以
上
で
あ
る
こ
と
。

工
事
の
数
値
が
八
百
五
十
以
上

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
一
式
工
事
の

延

長

八
二
メ
ー
ト
ル

千
七
百
円
（
送
料
共
）

平
成
十
八
年
十
一
月
十
六

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

一
七
八
七
）
に
す
る
こ
と
。

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
周
南
港
湾
管
理

申
請
書
等
の
提
出
期
間

平
成
十
八
年
十
一
月
二

経
営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

日
ま
で
に
発
送
す
る
。

合
せ
は
、
山
口
県
周
南
港
湾
管
理

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

事
務
所

周
南
市
築
港
町
一
三
番

及
び
時
間

日
か
ら
同
月
七
日
ま
で
の
午
前
九

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模

事
務
所
（
電
話
〇
八
三
四

二
一

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

二
三
号

時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書

一
四

にを


